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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和2年9月24日(2020.9.24)

【公開番号】特開2019-203137(P2019-203137A)
【公開日】令和1年11月28日(2019.11.28)
【年通号数】公開・登録公報2019-048
【出願番号】特願2019-128830(P2019-128830)
【国際特許分類】
   Ｃ０８Ｌ  23/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｊ   5/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/08     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ   1/02     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  23/12     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  67/06     (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  77/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ   23/06     　　　　
   Ｃ０８Ｊ    5/00     ＣＥＰ　
   Ｃ０８Ｊ    5/00     ＣＥＳ　
   Ｃ０８Ｋ    3/08     　　　　
   Ｃ０８Ｌ    1/02     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   23/12     　　　　
   Ｃ０８Ｌ   67/06     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月14日(2020.8.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエチレン樹脂中にセルロース繊維とアルミニウムとを分散してなり、前記ポリエチ
レン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部中、前記セルロース繊維の割合が
１質量部以上７０質量部以下であり、前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含
有量１００質量部に対し、前記アルミニウムの含有量が１質量部以上４０質量部以下であ
り、前記ポリエチレン樹脂が、ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー測定で得ら
れる分子量パターンにおいて、１．７＞半値幅（Ｌｏｇ（ＭＨ／ＭＬ））＞１．０の関係
を満たす、セルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項２】
　前記ポリエチレン樹脂が、ゲル・パーミエーション・クロマトグラフィー測定で得られ
る分子量パターンにおいて、最大ピーク値を示す分子量が１００００～１００００００の
範囲にあり、かつ、重量平均分子量Ｍｗが１０００００～３０００００の範囲にある、請
求項１に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項３】
　温度２３０℃、荷重５ｋｇｆにおけるメルトフローレート（ＭＦＲ）が、０．０５～５
０．０ｇ／１０ｍｉｎである、請求項１又は２に記載のセルロース・アルミニウム分散ポ
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リエチレン樹脂複合材。
【請求項４】
　前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部中、前記セルロー
ス繊維の割合が５質量部以上５０質量部未満である、請求項１～３のいずれか１項に記載
のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項５】
　前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部中、前記セルロー
ス繊維の割合が２５質量部以上５０質量部未満である、請求項１～３のいずれか１項に記
載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項６】
　前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部中、前記セルロー
ス繊維の割合が２５質量部以上５０質量部未満であり、前記複合材を成形したときの成形
体の引張強度が２０ＭＰａ以上である、請求項１～３のいずれか１項に記載のセルロース
・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項７】
　前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部中、前記セルロー
ス繊維の割合が２５質量部以上５０質量部未満であり、前記複合材を成形したときの成形
体の引張強度が２５ＭＰａ以上である、請求項１～３のいずれか１項に記載のセルロース
・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項８】
　前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部中、前記セルロー
ス繊維の割合が１質量部以上１５質量部未満であり、前記複合材を成形したときの成形体
の曲げ強度が８～２０ＭＰａである、請求項１～３のいずれか１項に記載のセルロース・
アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項９】
　前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部中、前記セルロー
ス繊維の割合が１５質量部以上５０質量部未満であり、前記複合材を成形したときの成形
体の曲げ強度が１５～４０ＭＰａである、請求項１～３のいずれか１項に記載のセルロー
ス・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１０】
　前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部に対し、前記アル
ミニウムの含有量が５質量部以上３０質量部以下である、請求項１～９のいずれか１項に
記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１１】
　Ｘ－Ｙ最大長が０．００５ｍｍ以上のアルミニウムの数に占めるＸ－Ｙ最大長が１ｍｍ
以上のアルミニウムの数の割合が１％未満である、請求項１～１０のいずれか１項に記載
のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１２】
　繊維長１ｍｍ以上のセルロース繊維を含有する、請求項１～１１のいずれか１項に記載
のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１３】
　前記ポリエチレン樹脂の５０質量％以上が低密度ポリエチレンである、請求項１～１２
のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１４】
　前記ポリエチレン樹脂の８０質量％以上が低密度ポリエチレンである、請求項１～１３
のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１５】
　前記複合材がポリプロピレンを含有し、前記ポリエチレン樹脂と前記セルロース繊維の
総含有量１００質量部に対し、前記ポリプロピレンの含有量が２０質量部以下である、請
求項１～１４のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複
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合材。
【請求項１６】
　前記複合材の、１３８℃の熱キシレン溶解質量比をＧａ（％）、１０５℃の熱キシレン
へ溶解質量比をＧｂ（％）、セルロース有効質量比をＧｃ（％）としたとき、下記式を満
たす、請求項１～１５いずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン
樹脂複合材。
　　　｛（Ｇａ－Ｇｂ）／（Ｇｂ＋Ｇｃ）｝×１００≦２０
ここで、
　　Ｇａ＝｛（Ｗ０－Ｗａ）／Ｗ０｝×１００
　　Ｇｂ＝｛（Ｗ０－Ｗｂ）／Ｗ０｝×１００
　　　Ｗ０：熱キシレンに浸漬する前の複合材の質量
　　　Ｗａ：１３８℃の熱キシレンに浸漬後、キシレンを乾燥除去した後の複合材の質量
　　　Ｗｂ：１０５℃の熱キシレンに浸漬後、キシレンを乾燥除去した後の複合材の質量
　　Ｇｃ＝｛Ｗｃ／Ｗ００｝×１００
　　　Ｗｃ：窒素雰囲気中で２７０℃～３９０℃に昇温する間の、乾燥複合材の質量減少
量
　　　Ｗ００：昇温前（２３℃）の乾燥複合材の質量
である。
【請求項１７】
　前記複合材がポリエチレンテレフタレート及び／又はナイロンを含有し、前記ポリエチ
レン樹脂と前記セルロース繊維の総含有量１００質量部に対し、前記ポリエチレンテレフ
タレート及び／又はナイロンの総含有量が１０質量部以下である、請求項１～１６のいず
れか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１８】
　前記ポリエチレン樹脂及び／又は前記ポリプロピレンの少なくとも一部が再生材に由来
する、請求項１５に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項１９】
　前記複合材が、原料として少なくとも一部にアルミニウム付着ポリエチレン薄膜片を用
いて得られるものである、請求項１～１８のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニ
ウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項２０】
　前記複合材が無機質材を含有し、前記ポリエチレン樹脂１００質量部に対し、前記無機
質材の含有量が１質量部以上１００質量部以下である、請求項１～１９のいずれか１項に
記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項２１】
　前記複合材が、２３℃の水に２０日間浸漬した後の吸水率が０．１～１０％であり、か
つ耐衝撃性が、２３℃の水に２０日間浸漬する前よりも浸漬した後の方が高い、請求項１
～２０のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項２２】
　線膨張係数が１×１０－４以下である、請求項１～２１のいずれか１項に記載のセルロ
ース・アルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項２３】
　前記線膨張係数が８×１０－５以下である、請求項２２に記載のセルロース・アルミニ
ウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項２４】
　含水率が１質量％未満である、請求項１～２３のいずれか１項に記載のセルロース・ア
ルミニウム分散ポリエチレン樹脂複合材。
【請求項２５】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹
脂複合材からなるペレット。
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【請求項２６】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹
脂複合材を用いた成形体。
【請求項２７】
　請求項１～２４のいずれか１項に記載のセルロース・アルミニウム分散ポリエチレン樹
脂複合材又は請求項２５に記載のペレットと、高密度ポリエチレン及び／又はポリプロピ
レンとを混合し、該混合物を成形して成形体を得ることを含む、成形体の製造方法。
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